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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中継機器を介してソース機器からシンク機器へ映像信号を伝送するシステムであって、
　前記シンク機器は、前記中継機器からの要求に基づいて、前記中継機器に電力を供給す
ることを特徴とする伝送システム。
【請求項２】
　請求項１の伝送システムであって、
　前記ソース機器及び前記中継機器は前記シンク機器から提供される当該シンク機器の物
理アドレス情報とその入力端子番号を取得する取得部と、他機器とのメッセージを送受信
する通信部とを有し、
　前記メッセージの内、送信メッセージは、送信元が前記ソース機器であるか前記中継機
器であるかを区別可能な情報を含み、
　前記メッセージの内、前記中継機器の送信メッセージは当該中継機器が要求する電力の
情報を含み、
　前記シンク機器は受信したメッセージに基づいて、前記ソース機器と前記中継機器へ要
求された電力の供給を開始し、当該供給する電力の情報を含むメッセージを送信すること
を特徴とする伝送システム。
【請求項３】
　請求項２の伝送システムであって、
　前記ソース機器及び前記中継機器の内、少なくとも電力供給を受ける機器は、受給する
電力を検出する電圧検出部を有し、当該電圧検出部で検出する電圧が所定の電圧以下にな
る場合は受給する電力を増やさないまたは減らす制御を行うことを特徴とする伝送システ
ム。
【請求項４】
　請求項２の伝送システムであって、
　前記シンク機器は、電力の供給量を減らす予告メッセージを送信し、
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　電力供給先のソース機器または中継機器から電力の供給量の維持を要求するメッセージ
を受信した場合は電力の供給量を維持し、
　所定時間毎に前記予告メッセージを送信し、
　前記予告メッセージを所定の回数送信すると、前記要求メッセージを受信しても電力供
給量を減らすことを特徴とする伝送システム。
【請求項５】
　請求項２の伝送システムであって、
　前記シンク機器及び／または前記中継機器は、接続位置を示す情報と電力供給能力に関
する情報を前記中継機器または前記ソース機器へ伝える通信部を有し、
　前記接続位置を示す情報は、シンク機器の初期値に対し、接続順に順次所定値を加算し
た情報であって、
　前記中継機器は当該中継機器の位置情報を含むメッセージを送信することを特徴とする
伝送システム。
【請求項６】
　ソース機器からシンク機器へ映像信号を伝送する中継機器であって、
　前記中継機器から前記ソース機器及び／または前記シンク機器へ送る通信メッセージは
、該シンク機器から電流を受ける端子と、該ソース機器へ電流を送る端子の間が接続され
ているか切断されているかを示す引数を含むことを特徴とする中継機器。
【請求項７】
　ソース機器とシンク機器との間に設置される中継機器であって、
　前記シンク機器に対して電力を要求するメッセージを送信し、
　前記シンク機器から電力を受給することを特徴とする中継機器。
【請求項８】
　請求項７の中継機器であって、
　前記シンク機器から提供される当該シンク機器の物理アドレスとその入力端子番号に関
する情報を取得する取得部と、
　他機器とのメッセージを送受信する通信部とを有し、
　前記メッセージの内、送信メッセージは、送信元が前記ソース機器であるか前記中継機
器であるかを区別可能な情報を含み、
　前記メッセージの内、送信メッセージは前記中継機器が要求する電力の情報を含み、
　前記シンク機器から受給する電力は、前記シンク機器が受信したメッセージに基づくこ
とを特徴とする中継機器。
【請求項９】
　請求項８の中継機器であって、
　受給する電力の電圧を検出する電圧検出部を有し、
　当該電圧検出部で検出する電圧が所定の電圧以下になる場合は受給する電力の電流を増
やさないまたは減らす制御を行うことを特徴とする中継機器。
【請求項１０】
　請求項８の中継機器であって、
　前記通信部において前記シンク機器からの電力の供給量を減らす予告メッセージを受信
し、
　前記通信部から前記シンク機器へ電力の供給量の維持を要求するメッセージを送信する
ことを特徴とする中継機器。
【請求項１１】
　請求項８の中継機器であって、
　接続位置を示す情報と電力供給能力に関する情報とを前記ソース機器へ伝える通信部を
有し、
　前記接続位置を示す情報は、シンク機器の初期値に対し、接続順に順次所定値を加算し
た情報であることを特徴とする中継機器。
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